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2020年2月13日に歳入局長通達第

366号が発表され、勅令690号で定

められた新規機械設備投資に対す

る50%の追加費用控除の基準およ

び条件等が公表されました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

勅令第690号は企業に対し、新規に機械設備投資を

行った場合に50%の追加費用控除を認めています。

本勅令の詳しい内容は、Tax insight (No.1/2020)を

ご参照ください。 

2020年2月13日付で公表された歳入局長通達第366

号では、この税務恩典を受けるための基準および条

件、並びに投資計画および支払計画の提出期限が規

定されました。 

本通達の内容は以下をご参照ください。 

PwC Tax Insight (No.05/2020) 
勅令第 690号、新規機械設備投資に対する 

50％の追加費用控除の基準及び条件 
Issued Date: 18 February 2020 

https://www.pwc.com/th/en/pwc-tax-insights/2020/tax/jp/2020-pwc-tax-insight01-jp.pdf


PwC Tax Insight (No.05/2020) 

 

本通達で規定された基準および条件 
 

• 2019年9月1日から2020年5月31日までに作成された契約書および購入発注書、請負発注書または同種の合

意書が新規機械設備投資にかかる追加費用控除を適用するために必要となります。 

 

• 50％の追加費用控除は、減価償却が開始される会計期間から始まり、連続する5会計期間に渡り定額で行わ

れます。 

 

• 本税務恩典を利用する企業は、2020年5月31日までに歳入局のウェブサイト上で規定された書式に従い、投

資計画および支払計画を準備しなければなりません。また、企業は本税務恩典を適用した機械設備を記したレ

ポートおよびサポート資料を事業所内に保管しなければなりません。また、レポートには少なくとも通達に定め

られた所定の事項が記載されていなければなりません。 
 

• 該当する機械設備は固定資産として法人の固定資産台帳に含まれなければなりません。 
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* この日本語版レポートは日系企業の皆様を対象に英語版のオリジナルを翻訳したものです。英語版と日本語版との間に齟齬がある場合は

英語版を優先します。また、タイ国における法令の改正動向等の情報提供を目的に発行されたものであり、全ての事例に対して適用されな

い場合があります。特定の案件につきましては、別途弊社までご相談下さい。弊事務所の許可なくこのレポートの全部又は一部を転載する

ことを禁止します。ご不明の点がありましたら、弊事務所(電話番号：(662) 844-1000)までお問い合わせ下さい。 
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